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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定領域に載置された物体を撮影手段により撮影することで取得した画像に基づいて、
該撮影された物体の載置位置を特定するとともに該載置位置が特定された物体の種別を認
識する物体認識手段と、
　前記撮影手段により撮影された物体の載置位置が前記物体認識手段により特定できたに
もかかわらず該載置位置が特定された物体の種別が認識できなかった場合に、該種別が認
識できなかった物体の表面に物体の種別が認識できなかったことを示す情報が投影される
ように発光手段を制御し、前記種別が認識できなかった物体に対しては、更に当該物体に
対する再度の撮影による前記物体認識手段による認識を良好にするスポット光を、当該物
体の載置位置の範囲をターゲットにして照射するよう制御する制御手段と、
　を備えたことを特徴とするオブジェクト認識装置。
【請求項２】
　前記制御手段は、前記情報が所定のマークとして投影されるように、前記発光手段とし
てのレーザ光を制御する、
　ことを特徴とする請求項１に記載のオブジェクト認識装置。
【請求項３】
　所定領域に載置された複数の物体を撮影手段により撮影することで取得した画像に基づ
いて、該撮影された個々の物体の載置位置を特定するとともに該載置位置が特定された物
体の種別を認識する物体認識手段と、
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　前記撮影手段により撮影された複数の物体の内で、物体の載置位置が前記物体認識手段
により特定できたにもかかわらず該載置位置が特定された物体の種別が認識できなかった
第１物体に対しては、該第１物体の表面に、物体の種別が認識できなかったことを示すマ
ーク情報が投影されるように、且つ前記所定領域に載置された物体を避けた位置に認識不
可のメッセージ情報が投影されるように発光手段を制御する制御手段と、
　を備え、
　前記制御手段は、前記撮影手段により撮影された物体の種別が認識できた第２物体に対
しては、当該第２物体の近傍位置に当該第２物体の種別と金額とを示す文字情報が投影さ
れるように制御する、
　ことを特徴とするオブジェクト認識装置。
【請求項４】
　所定領域に載置された物体を撮影手段により撮影することで取得した画像に基づいて、
該撮影された物体の載置位置を特定するとともに該載置位置が特定された物体の種別を認
識する物体認識ステップと、
　前記撮影手段により撮影された物体の載置位置が前記物体認識手段により特定できたに
もかかわらず該載置位置が特定された物体の種別が認識できなかった場合に、該種別が認
識できなかった物体の表面に物体の種別が認識できなかったことを示す情報が投影される
ように発光手段を制御し、前記種別が認識できなかった物体に対しては、更に当該物体に
対する再度の撮影による前記物体認識手段による認識を良好にするスポット光を、当該物
体の載置位置の範囲をターゲットにして照射するよう制御する制御ステップと、
　を有することを特徴とする認識結果提示方法。
【請求項５】
　所定領域に載置された複数の物体を撮影手段により撮影することで取得した画像に基づ
いて、該撮影された個々の物体の載置位置を特定するとともに該載置位置が特定された物
体の種別を認識する物体認識ステップと、
　前記撮影手段により撮影された複数の物体の内で、物体の載置位置が前記物体認識ステ
ップにより特定できたにもかかわらず該載置位置が特定された物体の種別が認識できなか
った第１物体に対しては、該第１物体の表面に、物体の種別が認識できなかったことを示
すマーク情報が投影されるように、且つ前記所定領域に載置された物体を避けた位置に認
識不可のメッセージ情報が投影されるように発光手段を制御する制御ステップと、
　を有し、
　前記制御ステップは、前記撮影手段により撮影された物体の種別が認識できた第２物体
に対しては、当該第２物体の近傍位置に当該第２物体の種別と金額とを示す文字情報が投
影されるように制御する、
　ことを特徴とする認識結果提示方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、オブジェクト（物体）認識を利用したオブジェクト認識装置および認識結果
提示方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、物品を撮影した画像データから当該対象物の特徴量を抽出し、予め用意された照
合用のデータ（特徴量）と比較することにより、当該物品の種別等を認識するオブジェク
ト認識装置に係る技術が知られている。そして、このオブジェクト認識装置に係る技術を
、パンや青果物等の商品の認識に用いて、認識された商品を売上登録する店舗システムが
提案されている（特許文献１参照）。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、トレー上のパンをカメラで撮影し、この画像情報からトレー
上のパンの種類と数量とを画像認識（オブジェクト認識）して、商品登録を行うパンの識
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別装置が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－１７０７４５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来のオブジェクト認識装置において、例えば、Ａ商品、Ｂ商品、Ｂ商
品、Ｂ商品のような複数の商品を同時に認識する際に、複数の商品が重なり合うことによ
り、認識できない商品が存在する場合がある。このとき、従来のオブジェクト認識装置で
は、認識エラーとなった商品を画面に表示しても、同一商品（この場合、Ｂ商品を想定）
が複数あるため、認識エラーとなった商品が実際にはどれであるのかを特定することが難
しいという問題がある。この場合、オブジェクト認識装置のオペレータは、認識エラーと
なった商品の画面表示と、トレー上の実際の商品とを見比べて、認識エラーとなった商品
を特定し、その商品を置き直す、角度を変える等の対処をする必要があった。若しくは、
認識エラーの可能性のある商品すべてについて、その商品を置き直す、角度を変える等の
対処をする必要があった。
【０００６】
　本発明の課題は、オブジェクト認識において認識エラーとなった物体（商品）がどれで
あるかを明確に提示し、オペレータの作業効率を向上させることである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　請求項１は、所定領域に載置された物体を撮影手段により撮影することで取得した画像
に基づいて、該撮影された物体の載置位置を特定するとともに該載置位置が特定された物
体の種別を認識する物体認識手段と、前記撮影手段により撮影された物体の載置位置が前
記物体認識手段により特定できたにもかかわらず該載置位置が特定された物体の種別が認
識できなかった場合に、該種別が認識できなかった物体の表面に物体の種別が認識できな
かったことを示す情報が投影されるように発光手段を制御し、前記種別が認識できなかっ
た物体に対しては、更に当該物体に対する再度の撮影による前記物体認識手段による認識
を良好にするスポット光を、当該物体の載置位置の範囲をターゲットにして照射するよう
制御する制御手段と、を備えたことを特徴とする。
　請求項３は、所定領域に載置された複数の物体を撮影手段により撮影することで取得し
た画像に基づいて、該撮影された個々の物体の載置位置を特定するとともに該載置位置が
特定された物体の種別を認識する物体認識手段と、前記撮影手段により撮影された複数の
物体の内で、物体の載置位置が前記物体認識手段により特定できたにもかかわらず該載置
位置が特定された物体の種別が認識できなかった第１物体に対しては、該第１物体の表面
に、物体の種別が認識できなかったことを示すマーク情報が投影されるように、且つ前記
所定領域に載置された物体を避けた位置に認識不可のメッセージ情報が投影されるように
発光手段を制御する制御手段と、を備え、前記制御手段は、前記撮影手段により撮影され
た物体の種別が認識できた第２物体に対しては、当該第２物体の近傍位置に当該第２物体
の種別と金額とを示す文字情報が投影されるように制御する、ことを特徴とする。

【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、オブジェクト認識において認識エラーとなった物体（商品）がどれで
あるかを明確に提示し、オペレータの作業効率を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本実施形態に係る商品登録装置（オブジェクト認識装置）の外観の概略図である
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。
【図２】本実施形態に係る商品登録装置のハードウェア構成を示す図である。
【図３】本実施形態に係る商品登録装置の機能ブロック図である。
【図４】本実施形態に係る商品マスタ情報のデータ構成例を示す図である。
【図５】本実施形態に係る商品登録装置が認識する、重なった状態の商品を示す図である
。
【図６】本実施形態に係る認識結果提示部の制御により、発光装置がトレー上の商品に対
して発光した状態（レーザ光の例）を示す図である。
【図７】本実施形態に係る認識結果提示部の制御により、発光装置がトレー上の商品に対
して発光した状態（スポット光の例）を示す図である。
【図８】本実施形態に係る商品登録装置のオブジェクト認識を含む商品登録処理の流れを
示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　次に、本発明を実施するための形態（以下、「本実施形態」という。）における商品登
録装置１および認識結果提示方法について説明する。
　この商品登録装置１は、オブジェクト認識装置として機能およびＰＯＳレジスタ端末と
しての機能を備え、物体（商品）の種別やその物体（商品）の個数等の情報をオブジェク
ト認識により取得し、合計代金等を表示したり、販売情報を登録したりする。
【００１１】
　図１は、本実施形態に係る商品登録装置１（オブジェクト認識装置）の外観の概略図で
ある。図１に示すように、商品登録装置１は、顧客用ディスプレイ１１、タッチディスプ
レイ１２、キャッシュドロワ１３、プリンタ１４、撮影装置１５、撮影台１６、バックラ
イト光源１７、発光装置３０（発光手段）を備え、商品販売店のカウンタ台２に設置され
る。なお、商品の会計を行う際、商品登録装置１を扱うオペレータ（店員）は、カウンタ
台２の図面手前側に立ち、商品を購入する顧客はカウンタ台２の図面奥側に立つ。また、
本実施形態に係る商品登録装置１では、撮影装置１５により撮影された画像情報に基づき
オブジェクト認識が行われ、その認識結果を、認識対象となる物体（商品）について、特
定された載置位置を発光により指し示す発光装置３０の発光状態により提示する。具体的
には、物体（商品）の載置位置に発光装置３０が可視光を発光すること等により、認識結
果を提示する。これにより、商品登録装置１のオペレータや顧客は、認識エラーとなった
物体（商品）を特定することができる。なお、詳細は後記する。
【００１２】
　顧客用ディスプレイ１１は、例えば液晶表示装置であり、顧客側である図面奥を向いて
いる。顧客用ディスプレイ１１は、顧客に対して商品の会計に関する情報（商品名、金額
など）を表示する。
　タッチディスプレイ１２は、例えば液晶表示装置であるディスプレイ１２Ａ（図２参照
）の表面にタッチパネル１２Ｂ（図２参照）が積層されたものであり、オペレータ側であ
る図面手前を向いている。このタッチディスプレイ１２は、オペレータに対して撮影画像
や各種情報（商品名、金額など）を表示するとともに、オペレータによるタッチ操作入力
を受け付ける。
【００１３】
　キャッシュドロワ１３は、商品の会計時に扱われる紙幣、貨幣、金券などを保管する引
き出しである。
　プリンタ１４は、商品の会計時に会計の内容（商品名、金額など）をレシートに印字す
る。
【００１４】
　撮影装置１５は、撮影台１６に置かれたトレー３上の商品（例えば、パン等の物体（オ
ブジェクト）であり、所定領域に載置された物体）を撮影する。この撮影装置１５には、
照明装置（不図示）が隣接して取り付けられており、撮影装置１５の撮影領域１５１を照
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射する。
【００１５】
　撮影台１６は、商品を購入する顧客が会計時に商品を載せたトレー３を置く台である。
　撮影領域１５１は、撮影台１６における撮影装置１５によって撮影可能な領域である。
【００１６】
　バックライト光源１７は、撮影台１６の内部に収容されており、撮影装置１５によって
トレー３上の商品を撮影する際に商品の撮影画像がより鮮明になるように、トレー３の下
からバックライトを上向きに照射する。バックライト光源１７は、例えば、ＬＥＤ（Ligh
t Emitting Diode）で実現することができるが、これに限定されない。
　また、トレー３は、光を透過するように半透明になっている。そして、トレー３に載っ
た状態の商品を撮影装置１５により撮影する際には、照明装置から照射光が照射されると
ともに、トレー３の下からは、バックライト光源１７によりバックライトが上向きに照射
される。これにより、商品の周囲に形成される影を可及的に排除し得る。
【００１７】
　発光装置３０（発光手段）は、可視光を発光する装置であり、例えば、レーザ光を用い
て文字や記号を照射するレーザプロジェクタや、液晶プロジェクタ、若しくは、ＬＥＤラ
イト等である。この発光装置３０は、撮影装置１５が撮影したトレー３上の商品（物体）
の位置（載置位置）に対応付けて、オブジェクト認識の認識結果（認識エラー、認識ＯＫ
）等を含む情報を可視光として照射する。なお、ここで「記号（記号情報）」は、認識結
果を示す意味を付された図形を含むものである。
　これにより、商品登録装置１のオペレータや顧客が、認識エラーとなった商品（物体）
を一瞥で特定することができる。
【００１８】
　次に、図２を参照（適宜図１も参照）して、商品登録装置１の構成について説明する。
　図２は、本実施形態に係る商品登録装置１（オブジェクト認識装置）のハードウェア構
成を示す図である。
　商品登録装置１は、図１において示した構成以外に、ＣＰＵ（Central Processing Uni
t）２０、ＲＡＭ（Random Access Memory）２１、ＲＯＭ（Read Only Memory）２２、記
憶部２３を備えている。なお、各構成は、内部バスや各入出力回路（不図示）を介して互
いに通信可能に接続されている。
【００１９】
　ＣＰＵ２０は、中央制御装置であり、商品登録装置１全体の制御を司る。
　ＲＡＭ２１は、ＣＰＵ２０によって使用される一時記憶手段である。ＣＰＵ２０が実行
するプログラムに係る画像データ等を一時的に記憶する。
　ＲＯＭ２２は、不揮発性の記憶手段であり、ＣＰＵ２０によって実行されるプログラム
等を記憶する。
【００２０】
　顧客用ディスプレイ１１は、ＣＰＵ２０によって制御され、顧客に対して商品等の撮影
画像や商品の会計に関する情報（商品名、金額など）を表示する。
　ディスプレイ１２Ａは、ＣＰＵ２０によって制御され、オペレータに対して商品等の撮
影画像や商品の会計に関する情報（商品名、金額など）を表示する。
　タッチパネル１２Ｂは、ディスプレイ１２Ａにより表示した情報に対するオペレータの
タッチ操作入力を受け付ける。
【００２１】
　記憶部２３（記憶手段）は、例えば、ＨＤＤ（Hard Disk Drive）やＳＳＤ（Solid Sta
te Drive）等により構成され、各種プログラムや各種ファイルを記憶する。記憶部２３に
記憶されている各種プログラムや各種ファイルは、商品登録装置１の起動時に、その全部
または一部がＲＡＭ２１にコピーされてＣＰＵ２０により実行される。記憶部２３には、
図３を参照して後記する、商品マスタ情報１００（図４参照）および商品販売登録情報２
００等が記憶されている。
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【００２２】
　撮影装置１５（撮影手段）は、カラーＣＣＤ（Charge Coupled Device）イメージセン
サやカラーＣＭＯＳ（Complementary Metal Oxide Semiconductor）イメージセンサ等か
ら構成され、ＣＰＵ２０の制御の下で撮影を行う撮影手段である。撮影装置１５は、例え
ば３０ｆｐｓ（frame per second）の動画像の撮影を行う。撮影装置１５が所定のフレー
ムレートで順次撮影したフレーム画像（撮影画像）は、ＲＡＭ２１に保存される。
【００２３】
　バックライト光源１７は、ＣＰＵ２０の制御の下で、撮影装置１５によってトレー３上
の商品を撮影する際に撮影画像がより鮮明になるように、トレー３の下からバックライト
を上向きに照射する。これにより、撮影装置１５に隣接して取り付けられた照明装置等に
よって形成される撮影領域１５１内の影を薄くし、画像処理の精度を高めることができる
。バックライト光源１７によるバックライト照射のタイミングは、例えば、撮影装置１５
の撮影のタイミングに合わせてもよいし、常時でもよい。
【００２４】
　キャッシュドロワ１３は、商品の会計時に扱われる紙幣、貨幣、金券などを保管し、Ｃ
ＰＵ２０の指示により開放される。
　プリンタ１４は、例えば、熱転写プリンタであり、レシートを印字する。具体的には、
プリンタ１４は、商品の会計時にＣＰＵ２０の指示により、会計の内容をレシートに印字
する。
【００２５】
　発光装置３０（発光手段）は、可視光を発する装置であり、ＣＰＵ２０の制御の下で、
任意の方向に可視光を発する機能を備える。発光装置３０は、例えば、レーザ光を用いた
プロジェクタで構成され、具体的には、ガルバノスキャナや光ＭＥＭＳ（Micro Electro 
Mechanical Systems）スキャナを用いて、オブジェクト認識の認識結果（結果情報）をそ
の商品（物体）の載置位置に発光状態として提示する。例えば、発光装置３０は、認識エ
ラーとなった商品については、「×」印をレーザ光で照射したり、認識ＯＫ（つまり、商
品の種別を特定）となった商品については、「〇」印をレーザ光で照射したりする。
　また、発光装置３０は、液晶プロジェクタや、スポット光を発するＬＥＤライト等であ
ってもよく、その場合に、認識エラーとなった商品を赤色の可視光で照射する等により、
商品登録装置１のオペレータおよび顧客に対し、その商品が認識エラーであったことを認
知させる。
【００２６】
　次に、図３を参照（適宜図１、２も参照）して、商品登録装置１の機能について説明す
る。図３は、本実施形態に係る商品登録装置１（オブジェクト認識装置）の機能ブロック
図である。
　商品登録装置１のＣＰＵ２０は、ＲＯＭ２２に格納されたプログラムを実行することに
より、処理部１０の各機能を具現化する。処理部１０は、撮影装置１５（撮影手段）によ
って撮影された物体について、その物体（商品）の種別を撮影画像に基づき認識（オブジ
ェクト認識）する。そして、処理部１０は、その物体（商品）を認識するとともに、撮影
領域１５１内におけるその物体（商品）の載置位置を特定する。そして、処理部１０は、
特定された載置位置を発光により指し示すとともに、その認識結果を発光装置３０の発光
状態により提示する。具体的には、処理部１０は、発光装置３０（発光手段）が発する可
視光により、その物体（商品）の位置に対応付けて認識結果を提示する。この処理部１０
は、画像記憶部１１０、オブジェクト認識処理部１２０（物体認識手段）、認識結果提示
部１３０（認識結果提示手段）、認識結果表示部１４０、入力取得部１５０、販売情報登
録部１６０、情報出力部１７０を備える。
【００２７】
　画像記憶部１１０は、撮影装置１５によって撮影されＲＡＭ２１に保存されたフレーム
画像（カラーデジタル画像）を順次取り込む。この画像記憶部１１０によるフレーム画像
の取り込みは、ＲＡＭ２１に保存された順に行われる。
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【００２８】
　オブジェクト認識処理部１２０（物体認識手段）は、画像記憶部１１０が取り込んだフ
レーム画像について、パターンマッチング技術などを用いて、商品の画像を背景から分離
することで、物体を検出する。この背景分離技術は、具体的には、例えば、フレーム画像
を二値化して各輪郭線（エッジ）を抽出し、その輪郭線（エッジ）で示される領域の画像
を区画分離することで実行される。なお、商品の画像を背景から分離した状態の画像を、
以下、物体認識画像や分離画像と称することがある。そして、オブジェクト認識処理部１
２０は、トレー３上の商品を認識するとともに、取り込んだフレーム画像に基づき、その
物体（商品）の位置情報を取得する。
　このオブジェクト認識処理部１２０は、物体・位置検出部１２１と、類似度演算部１２
２と、類似度判断部１２３とを含んで構成される。
【００２９】
　物体・位置検出部１２１は、画像記憶部１１０が取り込んだフレーム画像について、輪
郭線（エッジ）抽出等することにより商品の候補となる画像を背景から分離する、即ち識
別対象の物体だけを切り出して検出する。具体的には、顧客がトレー３を撮影台１６に載
せると、撮影装置１５によって撮影台１６上の撮影領域１５１が撮影される。物体・位置
検出部１２１は、画像記憶部１１０により取り込まれたフレーム画像を二値化して輪郭線
（エッジ）を抽出する。次に物体・位置検出部１２１は、画像の輪郭線に囲まれた領域を
分離して、物体を検出する。その際、物体・位置検出部１２１は、検出した物体について
、撮影領域１５１内における位置情報を検出（載置位置を特定）し、検出した物体に対応
付けてＲＡＭ２１（図２参照）に記憶しておく。
【００３０】
　類似度演算部１２２は、取得した物体認識画像（分離画像）について、形状、大きさ、
色合い、表面の凹凸具合などの表面の状態を特徴量として演算する。類似度演算部１２２
はさらに、演算した分離画像の特徴量と、記憶部２３内の商品マスタ情報１００（後記す
る、図４参照）の一部として予め記憶されている各物体（商品）の特徴量と比較し、類似
度を算出する。ここで、類似度とは、商品マスタ情報１００に記憶されている商品が想定
する特徴量を１００％の類似度とした場合に、物体認識画像（分離画像）がどの程度まで
類似しているかを示すものである。なお、類似度を算出する際、特徴量が複数種類ある場
合には、複数の特徴量に基づいて総合評価するが、そのとき、特徴量ごとに重み付けをし
てもよい。
【００３１】
　図４は、本実施形態に係る商品マスタ情報１００のデータ構成例を示す図である。図４
に示すように、商品マスタ情報１００には、商品ＩＤに対応付けて、商品名、その商品の
単価（円）、特徴量などが格納される。ここで、特徴量には、その物体（商品）の、形状
、大きさ、色合い等の特徴を示すデータや代表画像が格納される。また、この特徴量は、
類似度演算部１２２の類似度の算出方法に適した情報の形式で格納される。
【００３２】
　このように、画像中に含まれる物体を認識することは一般物体認識（generic object r
ecognition）と呼ばれている。下記の柳井啓司著の「一般物体認識の現状と今後」では、
一般物体認識の研究のサーベイを手法に加えて、データセット、評価ベンチマークを行い
、さらにその今後について展望している。
　柳井啓司，「一般物体認識の現状と今後」，[online]、情報処理学会論文誌，２００７
年１１月１５日，Vol.48，No.SIG16、1-24頁，[平成２７年３月６日検索]，インターネッ
ト<URL:http://mm.cs.uec.ac.jp/IPSJ-TCVIM-Yanai.pdf>
【００３３】
　また、画像をオブジェクト（物体）ごとに領域分割することによって一般物体認識を行
う技術は、下記の文献において解説されている。
　Jamie Shottonら，“Semantic Texton Forests for Image Categorization and Segmen
tation”， Computer Vision and Pattern Recognition, 2008. CVPR 2008. IEEE Confer
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ence on，[平成２７年３月６日検索]，インターネット<URL:http://citeseerx.ist.psu.e
du/viewdoc/download?doi=10.1.1.145.3036&rep=rep1&type=pdf>
【００３４】
　なお、撮影された商品の画像と、商品マスタ情報１００（図４参照）に登録された登録
商品の商品画像（代表画像）等の類似度の算出方法は特に問わないものとする。例えば、
撮影された商品の画像と、商品マスタ情報１００に登録された各登録商品との類似度を絶
対評価として算出してもよいし、相対評価として算出してもよい。
【００３５】
　類似度を絶対評価として算出する場合には、分離画像の特徴量と、商品マスタ情報１０
０に記憶された各商品の特徴量とを１対１で比較し、この比較の結果算出される類似度（
０～１００％）をそのまま採用すればよい。
【００３６】
　また、類似度を相対評価として算出する場合には、各商品との類似度の総和が１．０（
１００％）となるように算出する。例えば、商品マスタ情報１００として商品Ａ、Ｂ、Ｃ
、Ｄの特徴量が記憶されていたとする。このとき分離画像について、例えば、商品Ａに対
して類似度が０．６５、商品Ｂに対しては類似度が０．２、商品Ｃに対しては類似度が０
．１、商品Ｄに対しては類似度が０．０５、などのように算出する。
【００３７】
　図３に戻り、類似度判断部１２３は、物体の分離画像ごとに、類似度演算部１２２が算
出した類似度に基づいて、例えば、対応する商品等に関して次の３択で判断する。
（１）分離画像に対応する商品が一意に特定された。
（２）分離画像に対応する商品の候補が１つ以上存在する。
（３）分離画像に対応する商品が無いと決定する。
【００３８】
　この判断のための条件として、例えば、記憶部２３は、条件Ｘ，Ｙを予め記憶している
。以下、類似度の算出方法が絶対評価の場合を例にとって説明する。
【００３９】
　条件Ｘは、充足すれば上記（１）と判断するための条件である。条件Ｘは、例えば、「
類似度の一番大きい商品の類似度が９０％以上」、かつ、「類似度の一番大きい商品の類
似度と、類似度の二番目に大きい商品の類似度の差が２０％以上」である。具体的には、
例えば、ある分離画像の物体について、類似度の一番大きい商品が類似度９５％の商品Ａ
で、その次が類似度６０％の商品Ｂであったとする。このとき条件Ｘを満たすので、分離
画像に対応する商品Ａは、一意に特定される。
【００４０】
　条件Ｘを満たさない場合、条件Ｙが用いられる。
　条件Ｙは、充足すれば上記（２）と判断するための条件である。条件Ｙは、例えば、「
類似度６０％以上の商品が１つ以上あること」である。具体的には、例えば、ある分離画
像の物体について、類似度の一番大きい商品が類似度８０％の商品Ａで、二番目が類似度
７５％の商品Ｂで、三番目が類似度６５％の商品Ｃで、四番目が類似度５５％の商品Ｄで
あったとする。このとき条件Ｙを満たすので、分離画像に対応する候補として類似度６０
％以上の対象である商品Ａ，Ｂ，Ｃが存在する。
【００４１】
　条件Ｘ、Ｙを両方とも満たさない場合、上記（３）と判断する。なお、上記した条件Ｘ
、Ｙは一例であり、これらに限定されない。また、類似度の算出方法が相対評価の場合も
、同様にして条件を設定すればよい。
【００４２】
　認識結果提示部１３０は、物体・位置検出部１２１により特定されたその物体（商品）
の載置位置を発光により差し示すとともに、類似度判断部１２３による認識結果を発光装
置３０の発光状態により提示する。
　具体的には、認識結果提示部１３０は、例えば、類似度判断部１２３による類似度の判
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断が、上記（２）または（３）である、つまり、上記（１）以外である、と判断した分離
画像については、対応する商品が一意に特定できない（以下、この判断を「認識エラー」
と称する。）とし、その認識エラーとなった商品の位置情報（特定された載置位置）をＲ
ＡＭ２１から取得して、発光装置３０が発光する可視光により、認識結果をその物体（商
品）の位置に対応付けて提示する。
　また、認識結果提示部１３０は、類似度判断部１２３による類似度の判断が、上記（１
）である、つまり、対応する商品が一意に特定された（以下、この判断を「認識ＯＫ」と
称する。）と判断した分離画像については、その認識ＯＫとなった商品の位置情報（特定
された載置位置）をＲＡＭ２１から取得して、発光装置３０が発光する可視光により、認
識結果をその物体（商品）の位置に対応付けて提示する。
【００４３】
　図６は、本実施形態に係る認識結果提示部１３０の制御により、発光装置３０がトレー
上の商品に対して発光した状態を示す図である。ここでは、図５に示すように、トレー３
上に、商品として物体ａ（ジャムパン）、物体ｂ１（クリームパン）、物体ｂ２（クリー
ムパン）、物体ｂ３（クリームパン）が重なった状態で載せられ、オブジェクト認識され
たものとする。なお、ここで、発光装置３０は、ガルバノスキャナや光ＭＥＭＳスキャナ
等を用いたレーザプロジェクタであり、文字や記号をレーザ光により照射する例とする。
【００４４】
　この場合、オブジェクト認識処理部１２０（類似度判断部１２３）の認識結果に基づき
、認識結果提示部１３０は、図６に示すように、認識エラーと判断された物体（ここでは
、物体ｂ１とする。）については、赤色の「×」印のレーザ光を照射する。そして、認識
結果提示部１３０は、その認識エラーと判断された物体（物体ｂ１）の顧客側から見た近
傍に、例えば、「認識できません」の文字をレーザ光で照射する。
　また、認識結果提示部１３０は、認識ＯＫと判断された物体（ここでは、物体ａ、物体
ｂ２、物体ｂ３）については、緑色の「〇」印のレーザ光を照射する。そして、認識結果
提示部１３０は、商品マスタ情報１００（図４）を参照して、認識ＯＫの物体について、
「商品名」および「単価」の情報を取得し、その認識ＯＫの物体（物体ａ、物体ｂ２、物
体ｂ３）の顧客側からみた近傍に、それぞれの「商品名」と「単価」とをレーザ光で照射
する。
　つまり、認識結果提示部１３０は、オブジェクト認識処理部１２０が認識エラーと判断
した物体の載置位置に向けて発光装置３０により所定の文字情報となる可視光を発光させ
、オブジェクト認識処理部１２０が認識ＯＫと判断した物体の載置位置に向けて発光装置
３０により上記所定の文字とは異なる文字情報となる可視光を発光させる。
　また、認識結果提示部１３０は、オブジェクト認識処理部１２０が認識エラーと判断し
た物体の載置位置に向けて発光装置３０により所定の色の光を発生させ、オブジェクト認
識処理部１２０が認識ＯＫと判断した物体の載置位置に向けて発光装置３０により上記所
定の色とは異なる色の光を発光させる。
【００４５】
　なお、認識結果提示部１３０は、図６に示した例の変形例として、認識エラーと判断さ
れた物体だけに、認識エラーを示すレーザ光（例えば、赤色の「×」印と「認識できませ
ん」の文字情報）を照射し、認識ＯＫと判断された物体には、レーザ光を照射しないよう
にしてもよい。また、反対に、認識結果提示部１３０は、認識ＯＫの物体だけに、認識Ｏ
Ｋを示すレーザ光（緑色の「〇」印と「商品名　単価」の文字情報）を照射し、認識エラ
ーと判断された物体には、レーザ光を照射しないようにしてもよい。このどちらの場合に
おいても、商品登録装置１のオペレータおよび顧客は、認識エラーとなった物体がいずれ
の物体であるかを特定することができる。
　また、レーザ光の照射は、認識エラーを示すレーザ光（例えば、「×」印）、または、
認識ＯＫを示すレーザ光（例えば、「〇」印）だけでもよい。つまり、認識結果の文字情
報を併せて照射しなくてもよい。
　さらに、レーザ光の照射は、認識エラーを示すレーザ光を赤色のレーザ光とし、認識Ｏ
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Ｋを示すレーザ光を緑色のレーザ光として説明したが、それぞれ別の色でもよいし、認識
結果を記号等（例えば、「×」印、「〇」印）で示す場合には、同一色であっても構わな
い。
　なお、記号情報に色情報や文字情報を加えた方が、商品登録装置１のオペレータおよび
顧客は、より早く確実に、つまり、レーザ光が照射された際に一瞥して、認識エラーの物
体（商品）を特定することができる。
【００４６】
　また、認識結果提示部１３０は、発光装置３０が任意の方向に照射できる機構を備えた
ＬＥＤライト（ＬＥＤスポットライト）や、液晶プロジェクタ等の場合には、図７に示す
ように、認識エラーと判断された物体に可視光（スポット光）を照射し（図７の符号α参
照）、認識ＯＫと判断された物体に対する照射は行わない。つまり、認識結果提示部１３
０は、オブジェクト認識処理部１２０が認識エラーと判断した物体の載置位置に向けて発
光装置３０により可視光を発光させ、オブジェクト認識処理部１２０が認識ＯＫと判断し
た物体の載置位置に向けての発光装置３０による発光を留保する。このようにしても、商
品登録装置１のオペレータおよび顧客は、認識エラーとなった物体がいずれの物体である
かを特定することができる。
　この場合に、認識結果提示部１３０は、認識エラーと判断された物体に対して、例えば
、赤色の可視光（スポット光）の照射とともに、認識ＯＫと判断された物体に対して、緑
色の可視光（スポット光）を照射するようにしてもよい。
　また、認識結果提示部１３０は、認識エラーと判断された物体に対する照射を行わず、
認識ＯＫとなった物体に対してのみ、可視光（スポット光）の照射を行うようにしてもよ
い。
　このようにしても、商品登録装置１のオペレータおよび顧客は、認識エラーとなった物
体がいずれの物体であるかを一瞥して特定することができる。
【００４７】
　図３に戻り、認識結果表示部１４０は、類似度判断部１２３が上記（１）（認識ＯＫ）
と判断した分離画像の物体（商品）について、その商品が一意に特定されたことを、ディ
スプレイ１２Ａや顧客用ディスプレイ１１に表示する。認識結果表示部１４０は、認識Ｏ
Ｋとなった分離画像を、例えば、緑色の枠線とともにディスプレイ１２Ａや顧客用ディス
プレイ１１に表示する。
　また、認識結果表示部１４０は、類似度判断部１２３が上記（２）および（３）（認識
エラー）と判断した分離画像を、例えば、赤色の枠線とともにディスプレイ１２Ａや顧客
用ディスプレイ１１に表示することで、その商品が一意に特定されなかったことを表示す
る。
【００４８】
　このとき、認識結果表示部１４０は、商品登録装置１のオペレータに対し、認識エラー
となった商品について、例えば、位置を置き直す（商品が重ならないように配置する）、
商品の角度を変える等の対処を促すメッセージを表示し、所定に時間経過後や、ディスプ
レイ１２Ａに設けた撮影ボタン等がオペレータに押し下げられた情報を取得することによ
り、再度撮影を行い、オブジェクト認識処理を実行するようにする。
　また、認識結果提示部１３０が認識エラーとなった物体（商品）等への可視光の照射を
行うことにより、一意に特定できなかった商品を商品登録装置１のオペレータや顧客が確
認した後、認識結果表示部１４０は、前記した条件Ｙを満たした商品の商品名および代表
画像を商品マスタ情報１００から読み出し、類似度演算部１２２が算出した類似度の高い
ものから、選択候補の商品として、ディスプレイ１２Ａに表示させるようにしてもよい。
　さらに、認識結果表示部１４０は、すべての商品が一意に特定されたと判断した場合に
、オペレータが販売情報として登録する商品を確定するための確定ボタンを表示する。
【００４９】
　入力取得部１５０は、タッチパネル１２Ｂを介してディスプレイ１２Ａの表示に対応す
る各種入力操作を受け付ける。例えば、上記（２）と判断され、商品が一意に特定されな
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かった場合に、撮影ボタンへのオペレータによるタッチ入力操作を受け付けたり、商品の
候補の１つ以上の画像がディスプレイ１２Ａに表示された場合、オペレータによるタッチ
パネル１２Ｂを用いた商品選択のタッチ入力操作を受け付けたりする。また、入力取得部
１５０は、販売情報として登録する商品を確定する確定ボタンへのタッチ入力操作を受け
付ける。
【００５０】
　販売情報登録部１６０は、入力取得部１５０等により確定された商品の販売情報を、記
憶部２３内の商品販売登録情報２００に登録する。
　商品販売登録情報２００には、例えば、その販売日時に対応付けて、商品ＩＤ、商品名
、商品単価、販売個数、売上金額等が登録される。
【００５１】
　情報出力部１７０は、前記のようにして確定された商品の商品ＩＤと、これに対応する
商品名、単価、販売個数、売上金額等を顧客用ディスプレイ１１、ディスプレイ１２Ａに
表示し、プリンタ１４に出力する。
【００５２】
＜処理の流れ＞
　次に、商品登録装置１の処理の流れを説明する。
　図８は、本実施形態に係る商品登録装置１のオブジェクト認識を含む商品登録処理の流
れを示すフローチャートである。
　商品登録装置１は、撮影台１６の撮影領域１５１を撮影装置１５によって、常時撮影し
続ける。または、顧客がトレー３を撮影台１６に載せ、オペレータがタッチディスプレイ
１２上の撮影ボタンをタッチすることにより、商品登録装置１の処理部１０が撮影装置１
５からの画像を取り込み、一連の処理を開始する。
　また、ここでは、商品登録装置１に備わる発光装置３０は、レーザ光を用いたプロジェ
クタ（レーザプロジェクタ）であり、文字や記号をレーザ光で商品やトレー３上に提示で
きるものとする。
【００５３】
　まず、処理部１０は、撮影装置１５からの画像のキャプチャを開始する（ステップＳ１
）。画像記憶部１１０は、撮影装置１５が撮影したフレーム画像（撮影画像）をＲＡＭ２
１に記憶する。
【００５４】
　次に、オブジェクト認識処理部１２０は、画像記憶部１１０が記憶したフレーム画像に
対して、オブジェクト認識処理を行う。
　具体的には、ステップＳ２において、オブジェクト認識処理部１２０の物体・位置検出
部１２１は、画像記憶部１１０が取り込んだフレーム画像について、輪郭線（エッジ）抽
出等することにより商品の候補となる画像を背景から分離し、分離画像を生成する。また
、物体・位置検出部１２１は、分離した画像（検出した物体）について、撮影領域１５１
内における位置情報を検出（載置位置を特定）し、検出した物体に対応付けてＲＡＭ２１
（図２参照）に記憶しておく。
【００５５】
　続いて、処理部１０は、物体・位置検出部１２１が認識したオブジェクト（物体認識画
像）分だけ、次のステップＳ３～Ｓ８の処理を繰り返す。
　まず、オブジェクト認識処理部１２０の類似度演算部１２２は、取得した物体認識画像
（分離画像）について、形状、大きさ、色合い等の特徴量を演算し、記憶部２３内の商品
マスタ情報１００（図４参照）の特徴量と比較することにより類似度を算出する（ステッ
プＳ４）。
【００５６】
　そして、オブジェクト認識処理部１２０の類似度判断部１２３は、類似度演算部１２２
が算出した類似度に基づいて、物体認識画像（分離画像）に対応する商品を認識する。
　ここで、オブジェクト認識処理部１２０（類似度判断部１２３）は、その類似度の算出
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の結果、認識ＯＫか否かを判断する（ステップＳ５）。具体的には、オブジェクト認識処
理部１２０は、認識エラーとなった場合（例えば、上記（２）または（３）の場合）（ス
テップＳ５→Ｎｏ）、つまり、類似度判断部１２３が対応する商品を一意に特定できなか
ったとき、ステップＳ６に進む。また、オブジェクト認識処理部１２０は、そのオブジェ
クト認識が認識ＯＫとなった場合（例えば、上記（１）の場合）（ステップＳ５→Ｙｅｓ
）、つまり、類似度判断部１２３が対応する商品が一意に特定できたとき、ステップＳ７
に進む。
【００５７】
　ステップＳ６において、認識結果提示部１３０は、認識エラー（対応する商品が一意に
特定できない）の場合、その認識エラーとなった商品の位置情報（特定された載置位置）
をＲＡＭ２１から取得し、発光装置３０により、当該物体（商品）の載置位置に向けて認
識エラーの結果情報を発光させる。ここでは、図６に示すように、認識結果提示部１３０
は、認識エラーと判断された物体（ここでは、物体ｂ１）について、赤色の「×」印のレ
ーザ光を照射するとともに、顧客側から見た当該物体（物体ｂ１）の近傍に、「認識でき
ません」の文字をレーザ光で照射する。
【００５８】
　一方、ステップＳ７において、認識結果提示部１３０は、認識ＯＫ（対応する商品が一
意に特定できた）の場合、その認識ＯＫとなった商品の位置情報（特定された載置位置）
をＲＡＭ２１から取得し、発光装置３０により、当該物体（商品）の載置位置に向けて認
識ＯＫの結果情報を発光させる。ここでは、図６に示すように、認識結果提示部１３０は
、認識ＯＫと判断された物体（ここでは、物体ａ、物体ｂ２、物体ｂ３）について、緑色
の「〇」印のレーザ光を照射するとともに、商品マスタ情報１００（図４）を参照して、
その物体（物体ａ、物体ｂ２、物体ｂ３）について、「商品名」および「単価」の情報を
取得し、顧客側から見た当該物体の近傍に、それぞれの「商品名」と「単価」とをレーザ
光で照射する。
【００５９】
　次に、認識結果提示部１３０は、オブジェクト認識処理部１２０から取得した物体認識
画像（分離画像）のすべてについて処理を繰り返したかを判断する（ステップＳ８）。認
識結果提示部１３０は、取得したすべての物体認識画像（分離画像）について処理を繰り
返していなかったならば、ステップＳ３の処理に戻り、取得したすべての物体認識画像（
分離画像）について処理を繰り返したならば、ステップＳ９に進む。
　なお、このステップＳ３～Ｓ８の処理により、商品登録装置１のオペレータおよび顧客
は、認識エラーとなった商品がトレー３上のどの商品かを特定することができる。
【００６０】
　ステップＳ９において、認識結果表示部１４０は、類似度判断部１２３による認識結果
を、ディスプレイ１２Ａや顧客用ディスプレイ１１に表示する。具体的には、認識結果表
示部１４０は、認識ＯＫとなった分離画像を、例えば、緑色の枠線とともにディスプレイ
１２Ａや顧客用ディスプレイ１１に表示し、認識エラーとなった分離画像を、例えば、赤
色の枠線とともにディスプレイ１２Ａや顧客用ディスプレイ１１に表示する。
【００６１】
　続いて、ステップＳ１０において、認識結果表示部１４０は、ディスプレイ１２Ａに設
けた撮影ボタン等がオペレータに押し下げられた情報を入力取得部１５０が取得したか否
かを判定する。ここで、撮影ボタンがオペレータにより押し下げられる場合は、認識エラ
ーとなった商品を可視光（レーザ光等）により特定したオペレータが、その認識エラーと
なった商品について、位置を置き直す（商品が重ならないように配置する）、商品の角度
を変える等の対処をした上で、再撮影を要求するケースである。
　認識結果表示部１４０は、撮影ボタンが押し下げられた情報を取得した場合には（ステ
ップＳ１０→Ｙｅｓ）、ステップＳ１に戻る。一方、認識結果表示部１４０は、撮影ボタ
ンが押し下げされた情報を取得しない場合には（ステップＳ１０→Ｎｏ）、次のステップ
Ｓ１１に進む。
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【００６２】
　ステップＳ１１において、認識結果表示部１４０は、ディスプレイ１２Ａに設けた確定
ボタンがオペレータに押し下げられた情報を入力取得部１５０が取得したか否かを判定す
る。ここで、確定ボタンがオペレータにより押し下げられる場合は、認識エラーとなった
商品が再撮影されること等により、すべての商品が一意に特定され認識ＯＫとなったとき
や、認識結果表示部１４０により、類似度の高い商品の選択画面が表示され、オペレータ
が選択入力することにより、すべての商品が一意に特定されたときであり、オペレータが
確定ボタンを押し下げることにより、販売情報の登録処理へと進む。
　認識結果表示部１４０は、確定ボタンが押し下げられた情報を取得した場合には（ステ
ップＳ１１→Ｙｅｓ）、次にステップＳ１２に進む。一方、認識結果表示部１４０は、所
定の時間経過しても、確定ボタンが押し下げられた情報を取得できなかった場合には（ス
テップＳ１１→Ｎｏ）、ステップＳ１に戻る。
【００６３】
　ステップＳ１２において、販売情報登録部１６０は、入力取得部１５０等により確定さ
れた商品の販売情報（販売日時、商品ＩＤ、商品名、商品単価、販売個数、売上金額等）
を、記憶部２３内の商品販売登録情報２００に登録し、処理を終える。
【００６４】
　以上説明したように、本実施形態に係る商品登録装置１（オブジェクト認識装置）およ
び認識結果提示方法によれば、撮影装置１５により撮影された画像情報に基づき、その物
体（商品）を認識するとともに、その物体（商品）の載置位置を特定し、その認識結果を
、特定された載置位置を発光により指し示す発光装置３０の発光状態により提示する。こ
れにより、商品登録装置１は、認識エラーとなった商品がどれであるかを明確に提示する
ことができる。よって、商品登録装置１のオペレータは、視線を移動することなくトレー
３上の商品の認識状態を把握して、認識エラーとなった商品の位置を置き直す（商品が重
ならないように配置する）、商品の角度を変える等の対処を迅速に行うことができ、作業
効率を向上させることができる。
　さらに、商品登録装置１がレーザ光を用いて、認識ＯＫの商品について商品名および単
価を提示する場合には、顧客用ディスプレイ１１を不要とすることもできる。
【００６５】
（変形例）
　本発明は、上記実施形態に限定されることなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、変
更実施が可能である。
（ａ）　上記して説明した本実施形態に係る商品登録装置１（オブジェクト認識装置）に
おいては、図１に示すように、トレー３の上部に設けられた発光装置３０から可視光を発
するものとして説明した。
　しかしながら、商品登録装置１は、発光装置３０を撮影台１６の内部に収容し、トレー
３の下から可視光（スポット光）を上向きに照射するようにしてもよい。トレー３は、光
を透過するように半透明にしておき、例えば、認識エラーとなった物体（商品）の位置に
スポット光を照射することにより、その認識エラーとなった物体（商品）を、オペレータ
や顧客が特定できるようにする。
　また、トレー３上に載せる必要のない商品（例えば、青果物や野菜等）のオブジェクト
認識をする場合には、撮影台１６の内部に、ＬＥＤディスプレイや液晶ディスプレイ等を
配置し、認識エラーとなった商品を特定できる画面（例えば、認識エラーとなった商品の
位置を特定できる画面）をディスプレイに表示させるようにしてもよい。このようにする
ことによっても、認識エラーとなった物体（商品）を、オペレータや顧客が特定すること
ができる。
【００６６】
（ｂ）　上記して説明した本実施形態に係る商品登録装置１（オブジェクト認識装置）に
おいては、認識エラーの商品が１つの場合を例に説明している。ここで、複数の認識エラ
ーの商品を照射する場合や、認識ＯＫの商品も認識エラーの商品と同時に照射する場合に
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は、それらの各商品にレーザ光を順次照射してもよいし、発光装置３０（レーザプロジェ
クタ）を複数設置しておき、各商品に異なる色や記号等のレーザ光を照射するようにして
もよい。
【００６７】
＜その他＞
　以下に、この出願の願書に最初に添付した特許請求の範囲に記載した発明を付記する。
付記に記載した請求項の項番は、この出願の願書に最初に添付した特許請求の範囲の通り
である。
〔付記〕
＜請求項１＞
　複数の物体の種別毎に、該物体を特定する基準となる特徴量が記憶された記憶手段と、
　所定領域に載置された物体を撮影手段により撮影して、該撮影された物体の載置位置を
特定するとともに、前記特徴量を参照することにより該撮影された物体の種別を認識する
物体認識手段と、
　前記撮影手段により撮影された物体の種別が前記物体認識手段により認識できたか否か
の認識結果を、前記特定された載置位置を発光により指し示す発光手段の発光状態により
提示する認識結果提示手段と、
　を備えることを特徴とするオブジェクト認識装置。
＜請求項２＞
　前記認識結果提示手段は、前記物体認識手段により物体の種別が認識できなかった場合
に該物体に対応付けて特定された前記載置位置に向けて前記発光手段から可視光を発光さ
せ、前記物体認識手段により物体の種別が認識できた場合には該物体に対応付けて特定さ
れた前記載置位置に向けての前記発光手段からの可視光の発光を留保することを特徴とす
る請求項１に記載のオブジェクト認識装置。
＜請求項３＞
　前記認識結果提示手段は、前記物体認識手段により物体の種別が認識できなかった場合
に該物体に対応付けて特定された前記載置位置に向けて前記発光手段から所定の色の光を
発光させ、前記物体認識手段により物体の種別が認識できた場合には該物体に対応付けて
特定された前記載置位置に向けて前記発光手段から前記所定の色とは異なる色の光を発光
させることを特徴とする請求項１に記載のオブジェクト認識装置。
＜請求項４＞
　前記認識結果提示手段は、前記物体認識手段により物体の種別が認識できなかった場合
に該物体に対応付けて特定された前記載置位置に向けて前記発光手段から所定の文字情報
となるように可視光を発光させ、前記物体認識手段により物体の種別が認識できた場合に
は該物体に対応付けて特定された前記載置位置に向けて前記発光手段から前記所定の文字
情報とは異なる文字情報となるように可視光を発光させることを特徴とする請求項１に記
載のオブジェクト認識装置。
＜請求項５＞
　複数の物体の種別毎に、該物体を特定する基準となる特徴量を記憶手段に記憶させるス
テップと、
　所定領域に載置された物体を撮影手段により撮影して、該撮影された物体の載置位置を
特定するとともに、前記特徴量を参照することにより該撮影された物体の種別を認識する
物体認識ステップと、
　前記撮影手段により撮影された物体の種別が前記物体認識ステップで認識できたか否か
の認識結果を、前記特定された載置位置を発光により指し示す発光手段の発光状態により
提示する認識結果提示ステップと、
　を有することを特徴とする認識結果提示方法。
【符号の説明】
【００６８】
　１　　　商品登録装置（オブジェクト認識装置）
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　１０　　処理部
　１１　　顧客用ディスプレイ
　１２　　タッチディスプレイ
　１２Ａ　ディスプレイ
　１２Ｂ　タッチパネル
　１３　　キャッシュドロワ
　１４　　プリンタ
　１５　　撮影装置（撮影手段）
　１６　　撮影台
　１７　　バックライト光源
　２０　　ＣＰＵ
　２１　　ＲＡＭ
　２２　　ＲＯＭ
　２３　　記憶部（記憶手段）
　３０　　発光装置（発光手段）
　１００　商品マスタ情報
　１１０　映像記憶部
　１２０　オブジェクト認識処理部（物体認識手段）
　１２１　物体・位置検出部
　１２２　類似度演算部
　１２３　類似度判断部
　１３０　認識結果提示部（認識結果提示手段）
　１４０　認識結果表示部
　１５０　入力取得部
　１６０　販売情報登録部
　１７０　情報出力部
　２００　商品販売登録情報
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